
大分監督署管内「安全宣言」運動の取り組みの一環として、  

2019年の安全衛生に関する宣言を受け付けています。 

職場で重点的に取り組む安全衛生対策を事業場内外に宣言す

るこの取り組みは、年々参加事業場を増やしており 2018 年は 435

事業場から安全宣言の提出を受け付けました。 

今回、安全宣言を提出いただいた事業場には、2 月 26 日(火)

に開催予定の交付式で「安全宣言確認 

証書」を交付するとともに、次号の監督署 

通信において事業場名を公表します。 

つきましては、各事業場の安全衛生

委員会又は社内会議の決議の下、

2019 年中に重点的に取り組む安全衛

生対策の重点事項を定め、その施策を

展開する旨を「安全宣言実施報告書」

(様式第1号＝大分労働局HPから印刷

できます)により大分監督署長あて提出

願います。 

第 54号 平成 30 年 12 月 1日発行 

 愛 言 葉 職場に飛び交う  

ご安全に! 
大分労働基準監督署 安全衛生課 

〠870-0016  

大分市新川町 2-1-36 大分合同庁舎 2 階 
☎ 097-535-1513  FAX 097-536-2471 

大分市・別府市・杵築市・由布市・国東市・ 
速見郡日出町・東国東郡姫島村 

管 轄 
区 域 

Safe Work おおいた 2018 ▶ 2019     

※ 労働者死傷病報告（休業 4 日以上）の受理件数を集計したもので、 死傷
件数には死亡件数を含む。 

※ 鉱業、貨物取扱業、畜産水産業は業種別内訳に表示していない。 

大分監督署 平成30 年 前年同期 増 減 

死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 

全 業 種 2 489 8 476 ▼6 13 

業種別内訳       

製 造 業  77 1 60 ▼1 17 

建 設 業 1 92 4 90 ▼3 2 

運輸交通業  56  42  14 

農 林 業  10  12  ▼2 

 

商 業  74 2 79 ▼2 ▼5 

保健衛生業  59  51  8 

接客娯楽業  42  57  ▼15 

清掃・と畜業  34 1 36 ▼1 ▼2 

その他第三次 1 41  40 1 1 

（第三次産業） 1 250 3 263 ▼2 ▼13 

 

死亡災害は減少していますが、硫化水素中毒
が発生するなど重篤な災害が後を絶ちません。 
金属製品製造業(前年比 214％)、道路旅客運送業

(同 400％)及び社会福祉施設(同 159％)では、労働
災害の増加傾向が継続しています。 
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あなたの職場の安全宣言 
 安全宣言 2019  検索 

2019 年分の受付がはじまりました 

提出様式はこちらから☞ 

受付期間 ☞ 11/1～12/28  提出方法 ☞ 郵送・FAX 可 

                  ご安全に！ 年末年始は慌ただしく、生活のリズム

も変わりやすい中、大掃除や機械設備の保守点検・ 

再始動などの非定常作業が多くなります。 

このため、各職場では、作業前点検の実施、作業手順や交通ルールの遵守、

非定常作業時の安全確認の徹底等に努めることが普段にも増して重要になりま

す。そこで、大分労働局では「Safe Work OITA 平成 30 年度年末年始無災

害運動」を展開し、労働災害の根絶に向けた取り組みを行います。 

また、大分監督署管内の過去３年の年末年始(12月～１月)の労働災害発

生状況(右図)をみると、毎年 100件前後発生し、２年連続で増加していること、

建設業では毎年死亡災害が発生していることなどの特徴が認められます。 

このことから大分監督署では、上記運動期間中に監督署長パトロール、一斉

の臨検監督などに取り組みます。事業場の皆様におかれましては下記実施事項

を確実に実施していただきますようお願いします。 

大分署 

（件） 
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大分労働基準監督署通信  ご安全に！第 54 号  平成 30 年 12 月 1日発行 

 ご安全に！は大分労働局 HP に掲載されています 大分労働局 ご安全に  検索 

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります。適切な器具

への買換えや必要な教育実施の参考にしてください。 

改正政省令の施行日は平成 31 年 2 月 1 日です。 

新規格適合器具 

？ 

？ 

現場監督・発注者の使用義務 

特別教育 

？ 

？ 

※ハーネス型安全帯使用作業特別教育の対象業務 

高さが２ｍ以上の箇所において、作業床を設ける 

ことが困難な場所で、フルハーネス型墜落制止用器具

を用いて行う作業（ロープ高所作業を除く） 

現在、販売されているハーネス型安全帯で
新規格に適合するものはありますか？ 

建設現場の現場監督や発注者にも、墜落
制止用器具を使用する義務がありますか？ 

足場の組立て等作業主任者技能講習の 
修了者は、足場の組立て等特別教育受講
者と同様に、当該特別教育の科目の一部
を省略できますか？ 

特別教育の実施に経過措置はありますか？ 

長時間労働者に対する面接指導の流れが変わります    労働安全衛生法の改正 平成 31 年４月 1 日施行 
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全ての企業で年次有給休暇を取得させることが義務になりました  

年次有給休暇を年 10 日以上付与される労働者に
年５日付与しなければなりません。 

使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季
を指定してください。  

 

 

 

使用者 労働者 

対策例として、半年間は何もせず、半年経過時点で
年次有給休暇の取得が進まない労働者に面談等を
行い、希望日を聴取した上で時季を指定する等の 
方法があります。 

墜落制止用器具の構造規格は
1 月に告示されます。 
なお、現行の構造規格に基づく安全帯  

（胴ベルト型・フルハーネス型）は 2022  
（平成34）年1月1日まで使用できます。 

 足場の組立て等作業主任者技能講習  
修了者であっても、足場の組立て等特別教育
修了者に認められるハーネス型安全帯使用 
作業特別教育の科目省略はありません。 

ハーネス型安全帯使用作業特別教育に 
関しては特段の経過措置は設けていません。 
施行日以降、当該特別教育の対象業務
に未修了の労働者を就かせた場合は法令

違反となります。 

現場監督員や発注者の労働者であっても、
高さ２ｍ以上の作業床がない箇所又は作業
床の端等で手すり等の設置が困難な箇所に
おいて作業を行う場合は、墜落制止用器具
を使用する等の措置が必要です。 
なお、通行・昇降(昇降用設備の健全性を

)は作業と区別
され、使用義務はありません。 

使用 
 

着用 
＝ 

労働基準法の改正 平成 31 年４月 1 日施行 


